
後期高齢者医療制度に関するＱ＆Ａ

Ｑ１ 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか？

○ 第一に、７５歳以上の後期高齢者の医療費は、高齢化の進展に伴
い、今後、ますます増大することが見込まれています。

このため、現役世代と高齢者の負担を明確にし、また、世代間で負
担能力に応じて公平に負担していただくとともに、公費（税金）を重点
的に充てることにより、国民全体で支える仕組みとします。

○ 第二に、後期高齢者は、複数の病気にかかったり、治療が長期に
わたる傾向があり、こうした特性を踏まえた、高齢者の方々の生活を
支える医療を目指します。

○ このため、７５歳以上の方を対象とした独立の医療制度として、「後
期高齢者医療制度」が創設されることとなりました。

また、これまでの国民健康保険では市区町村単位で運営されてい
ましたが、都道府県単位の保険制度とし、高齢者の医療をしっかりと
支えていきます。

この医療費を安定的に確保するためには、医療費の負担について
国民の皆様のご理解・ご納得をいただく必要があります。

＜後期高齢者医療制度の仕組み＞
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Ｑ２ 保険料を支払わなければならないのですか？

○

これまでは、加入する医療保険制度によって、保険料を負担する
方、負担しない方がおり、また、市区町村によって保険料額に高低
がありました。

後期高齢者医療制度では、高齢者の方々の間で負担を公平に
するという考え方の下、後期高齢者の方々全員に、負担能力に応
じて、保険料を負担していただきます。また、原則として、都道府県
内で、同じ所得であれば、同じ保険料となります。

○

国民健康保険に加入されている方、サラリーマンで健康保険や

共済組合の被保険者の方は、現在加入されている制度での保険料
が、後期高齢者医療制度の保険料に切り替わります。

健康保険や共済組合の被保険者の被扶養者であった方は、新
たに保険料をご負担いただくことになります。このため、制度加入
時から２年間、保険料を半額とします。さらに20年度の特例措置
として、年度の前半は凍結、後半は９割軽減とします。

○

＜後期高齢者医療保険料の仕組み＞

１人当たり保険料額＝被保険者均等割額（※） ＋ １人当たり所得割額

被保険者本人の基礎控除後の総所得金額等（旧ただし書所得） ×所得割率（※）

※被保険者均等割額及び所得割率（保険料率）は、２年ごとに、各広域連合で、都道府県内では同じ率で設定されます。
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Ｑ３ 保険料は、どうやって支払うのですか。

○

保険料は、各都道府県の広域連合において決定されますが、そ
の額は、年金のほか、事業所得など他の所得があればそれも合
算した所得額をもとに、全体的な負担能力に応じて決定されます。
年金の額だけで保険料の額が決まるわけではありません。

○

ただし、次の方は、年金からは支払われず、各市区町村から通
知される納期に、納付書や口座振替などにより、ご自分で保険料
を支払っていただくことになります。

① 年金額が、年額１８万円未満の方

② 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、年金額
の２分の１を超える方

保険料は、後期高齢者の方々全員に支払っていただきますが、
年金が一定額以上の方は、年金の支払期（偶数月）ごとに、年金
から自動的に保険料が支払われます。これにより、自ら金融機関
などに出向いて支払っていただく必要はありません。

○

○ なお、こうした保険料徴収の仕組みの説明や、特に、年金額が低
い方など生活にお困りの方が納付相談を受けられる窓口を設ける
など、きめ細かな相談を行ってまいります。

詳しくは、各都道府県の広域連合又は市区町村の窓口にお問い
合わせください。



Ｑ４ 後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか？
医療の内容が制限されるようなことはありませんか？

○

また、後期高齢者は、複数の病気にかかったり、治療が長期に
わたる傾向があり、こうした特性を踏まえて、後期高齢者の方々
の生活を支える医療を目指します。

例えば、次のような医療が受けられます。

① 糖尿病等の慢性疾患をお持ちの方は、ご希望に応じて、ご
自身に選んでいただいた主治医から、継続的に心身の特性
に見合った外来診療を受けられます。

後期高齢者の方本人のみならず、家族や医療従事者と共同で、
ご本人の希望に沿った、安心できる終末期の医療を目指します。

○

なお、後期高齢者の方は、主治医以外の医師にかかってい
ただいても構いませんし、変更していただいても構いません。

② 後期高齢者の方が在宅で安心して療養生活を送られるよう、
退院時の支援や訪問看護の充実、医師や看護師など医療の専
門家と福祉サービスの提供者との連携により、在宅での生活を
支えます。

③

○

後期高齢者医療制度においても、当然ですが、７４歳までの方と
変わらず、必要な医療を受けることができます。


